
小 額 工 事 事 務 取 扱 方 法 
昭和６２年５月１１日 

改正 平成２８年７月１日 
 

１ 趣 旨 
  七飯町契約規則第４０条及び七飯町建設工事執行要領第１７条に規定する小額

工事について、その事務取扱方法を定めるものとする。  
 
２ 設計書等の作成省略 
  小額工事を施行するときは、設計書及び図面の作成を省略することができる。

ただし、契約内容を明らかにしなければならない。  
 
３ 起工の決定 
  小額工事を施工しようとするときは、別紙小額工事施行決定書により当該工事

を施行する旨を決定しなければならない。  
 
４ 業者の選定 
  小額工事に係る競争入札又は見積り合せによる随意契約に参加できる者は、七

飯町指名競争入札及びその運用方針により選定された「資格を有する者」の名簿

に登録されたものでなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、「資

格を有する者」の名簿に登録された者以外の者を参加させ、又は契約の相手方と

することができる。 
 
５ 特別発注 
  小額工事の契約の締結について、随意契約によろうとする場合で次の各号の一

に該当するときは、１人からの見積書を徴して請負人を決定すること（以下「特

別発注」という。）ができる。 
（１）緊急に施行を要し、見積り合せをするいとまがない場合  
（２）特殊な技術を要する工事で見積り合せをすることが不適当と認められる場  
  合 
（３）当該小額工事に要する資材等を大量に所有し、その者と契約を締結するこ

とが有利である場合 
 
 



６ 予定価格調書の作成の省略 
  小額工事の競争入札又は見積り合せをする場合、予定価格調書の作成を省略す

ることができる。 
 
７ 業者の選定 
  競争入札又は見積り合わせの結果（特別発注の場合にあっては、その旨及び見

積り結果）を当該小額工事施行決定書の所定の欄に記録し、同決定書により業者

を決定して契約をしなければならない。  
 
８ 契約書の作成 
  当該小額工事について契約書を作成する場合は、標準契約書（２）によるもの

とし、契約書を作成しない場合は、七飯町建設工事執行要領の標準第２号様式に

よる請書を徴さなければならない。  
 
９ 工事監督員 
  当該小額工事について、完成検査によって適正な履行を確保することができる

と認める場合を除き、工事監督員により当該工事の監督を行わせるものとする。

この場合、口頭により通知することができる。  
 
10 工事工程表等の徴取の省略 
  契約を締結したときは、必要があると認めるときを除き、工事工程表等省略す

るものとする。 
 
11 工事の完成 

当該規約に係る小額工事が完成したときは、当該小額工事施行決定書の所定の  
欄に記載しなければならない。 

 
12 工事の完成検査 

（１）小額工事の完成の届出があったときは、検査員をして請負者立会のうえ、

実地検査を行わなければならない。ただし、請負者が当該検査に立ち会わな

い場合は、検査員のみで実地検査を行うことができる。 
（２）検査員は、検査の結果を当該小額工事施行決定書の所定欄に記載しなけれ

ばならない。 
 



13 その他 
小額工事について、契約規則の規定によって執行しようとするときは、この方  

法の定めによらないことができる。  
 
  附 則 

 この方法は、昭和６２年５月１１日から施行する。  
  附 則 

 この方法は、平成２８年７月１日から施行する。  
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